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 佐賀県道路交通法施行細則及び取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年 12 月 12 日 

                                    佐賀県公安委員会委員長  岸  川  美 和 子    

 佐賀県公安委員会規則第８号 

   佐賀県道路交通法施行細則及び取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則 

（佐賀県道路交通法施行細則の一部改正） 

第１条 佐賀県道路交通法施行細則（昭和35年佐賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（車両の通行禁止の規制及び歩行者用道路の規制の対象から除く

車両） 

（車両の通行禁止の規制及び歩行者用道路の規制の対象から除く

車両） 

第４条の３ 法第４条第２項の規定により、車両の通行禁止の規制

（一方通行を除く｡）及び歩行者用道路の規制の対象から除く車両

は、次のとおりとする。 

第４条の３ 法第４条第２項の規定により、車両の通行禁止の規制

（一方通行を除く｡）及び歩行者用道路の規制の対象から除く車両

は、次のとおりとする。 

 (1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

 (6) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した通行禁止除外指定

車標章（様式第１号の４）（以下この条において「標章」とい

う｡）を掲出しているもの 

(6) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した通行禁止除外指定

車標章（様式第１号の４）（以下この条において「標章」とい

う｡）を掲示しているもの 

  ア～ケ 略  ア～ケ 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略 

５ 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略 

(3) 標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。 (3) 標章は、その交付申請に係る車両の前面の見やすい箇所に掲

示すること。 

６～９ 略 ６～９ 略 

 （駐車禁止の規制の対象から除く車両） （駐車禁止の規制の対象から除く車両） 

第４条の６ 法第４条第２項の規定により、駐車禁止の規制の対象

から除く車両は、次のとおりとする。 

第４条の６ 法第４条第２項の規定により、駐車禁止の規制の対象

から除く車両は、次のとおりとする。 

 (1)・(2) 略 (1)・(2) 略 
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改正前 改正後 

 (3) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した駐車禁止除外指定

車標章（様式第１号の６）を掲出しているもの 

(3) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した駐車禁止除外指定

車標章（様式第１号の６）を掲示しているもの 

  ア～エ 略  ア～エ 略 

(4) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付した

駐車禁止除外指定車標章（他の都道府県公安委員会により交付

を受けたものを含む｡）を掲出しているもの（オにあっては、昼

間（日の出から日没までをいう｡）に使用中の車両に限る｡） 

(4) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付した

駐車禁止除外指定車標章（他の都道府県公安委員会により交付

を受けたものを含む｡）を掲示しているもの（オにあっては、昼

間（日の出から日没までをいう｡）に使用中の車両に限る｡） 

  ア～カ 略  ア～カ 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

５ 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。  (3) 標章は、その交付申請に係る車両の前面の見やすい箇所に掲

示すること。 

６～８ 略 ６～８ 略 

（署長が行う駐車許可） （署長が行う駐車許可） 

第７条 略 第７条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第３項の許可は、駐車許可証（様式第３号）（次項から第９項

までにおいて「許可証」という｡）を交付して行うものとする。 

５ 第３項の許可は、駐車許可証（様式第３号）（以下本条におい

て「許可証」という｡）を交付（電磁的記録の交付を含む｡）して

行うものとする。 

 

 

６ 前項の許可証の交付が電子情報処理組織を使用して行われた場

合に、当該許可証に係る電磁的記録の交付を受けた者は、次項の

規定に基づく掲示を行う目的その他の正当な目的のために当該許

可証の複製を作成するときであって、当該複製が当該許可証に係

る電磁的記録の交付を受けた者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイル若しくはその者の管理する電磁的記録媒体に記録さ

れるとき又は当該許可書に係る電磁的記録を複製した書面を作成



3 

改正前 改正後 

するときを除き、当該許可証に係る電磁的記録を複製し、又は複

製させてはならない。 

６ 許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を

受けた場所に駐車している間、その許可証を車両前面の見やすい

箇所に掲出しておかなければならない。 

７ 許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を

受けた場所に駐車している間、当該許可証（前項に規定する場合

にあっては、当該許可証に係る電磁的記録を電子計算機の映像面、

書面その他のものに表示したもの）を当該車両の前面の見やすい

箇所に掲示しておかなければならない。 

７・８ 略 ８・９ 略 

９ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、速やかに当該許可証を廃棄しなければならな

い。 

10 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、速やかに当該許可証（第３号の場合にあって

は、発見し、又は回復した許可証）を廃棄（第６項に規定する場

合にあっては、当該許可証に係る電磁的記録の交付を受けた者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル及びその者の管理す

る電磁的記録媒体から当該許可証に係る電磁的記録（複製したも

のを含む｡）を消去し、許可証に係る電磁的記録を複製した書面を

廃棄）しなければならない。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

  様式第４号の２及び様式第４号の３を次のように改める。
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様式第４号の２（第11条の２関係） 

  

　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

安全運転管理者

氏名　　　

大

昭

平

1 ２ 公安委員会  １ 官公署　２ 公社公団等　３ 農業

 ２年以上  の教習修了者  ４ 林業　５ 漁業　６ 鉱業　７ 建設業

 で１年以上  ８ 製造業　９ 卸･小売業　10 不動産業

 １ 使用者　２ 課長以上　３ 係長  11 金融保険業　12 運輸業

 ４ 主任　５ その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）

安全運転管理者 大 小 大 普

が運転免許を 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

持っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

安全運転管理者  その他（　　　　　） 準 大 普 小

の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

安 略

全 歴 自　・　・　

運 至　・　・　 ⑫

転 自　・　・　 前 管

管 至　・　・　 安 理

理 自　・　・　 全 者

者 至　・　・　 運 １ 死亡　２ 退職　３ 転任

の 自　・　・　 転 ４ 解任命令　５ 減車

至　・　・　 ６ その他（　　　　　）

備　考

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

　　　　　年　　月　　日

届出者の氏名又は法人の

名称及び代表者の氏名

住　所

①

届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更 〒

お届けします。

安全運転管理者を選任、解任

佐 賀 県 公 安 委 員 会   殿

したので

（電話　　　　　　　　　　）

④

③

②

職務上の地位

使
　
用
　
の
　
本
　
拠

（年　齢）

生 年 月 日

年　 月　 日（ 　歳）

業種別

位　置

名　称

⑤

運 転 の 管 理 経 験 ３

 公安委員
 会の認定

事 由

数

氏 名

副 安 全 運 転

管 理 者 の 有 無

解 任

あり（　　　名）　なし

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

⑪

運

転

者

・ ・　

免許証等番号

通

大

特

⑩

動

中

自

車

台

数

乗 用 貨 物

計

※ 整 理 番 号

解 任
年 月 日

大

型

免

許

種

別

要 件

選任年月日

資 格

普

⑥
免 許 の 種 類

免 許 年 月 日 ・ ・　 ・ ・　

（新規・変更）

⑦
勤 務

⑧
勤務期間 勤務所名

職務上の
地位

業務内容
（

運

転

管

理

に

関

す

る

経

歴

）

　　　　　年　　月　　日

自 自 計
型

中
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様式第４号の３（第11条の２関係） 

  

　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

副安全運転管理

者氏名　　　

大

昭

平

１　運

 運転の管理  運転の経験  公安委員  １ 官公署　２ 公社公団等　３ 農業

 経験１年以  期間３年以  会の認定  ４ 林業　５ 漁業　６ 鉱業　７ 建設業

 上  上  ８ 製造業　９ 卸･小売業　10 不動産業

 １ 使用者　２ 課長以上　３ 係長  11 金融保険業　12 運輸業

 ４ 主任　５ その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）

副安全運転管理 大 小 大 普

者が運転免許を 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

持っている場合 中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

副安全運転管理  その他（　　　　　） 準 大 普 小

者の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

副 の

安 略 自　・　・　

全 歴 至　・　・　 ⑫

運 自　・　・　 前 管

転 至　・　・　 副 理

管 自　・　・　 安 者

理 至　・　・　 全 １ 死亡　２ 退職　３ 転任

者 自　・　・　 運 ４ 解任命令　５ 減車

至　・　・　 転 ６ その他（　　　　　）

備　考

したので

２　運 ３　運

免 大

許 型

種

氏 名

自 計

解 任
年 月 日

　　　　　年　　月　　日

転

別

型
中

通 特
自

⑥

⑤

お届けします。

生 年 月 日

（年　齢）

職務上の地位

使

　
用
　
の
　

本
　
拠

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

年　 月　 日（ 　歳）

免 許 年 月 日

副安全運転管理者を選任、解任

・ ・　

届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更

・ ・　

（

運

転

管

理

に

関

す

る

経

歴

）

勤務期間 勤務所名
職務上の

地位
業務内容

あり（　　　名）　なし
管 理 者 の 有 無

・ ・　

免許証等番号

免 許 の 種 類

⑧

※ 整 理 番 号

要 件

資 格

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

① 届出者の氏名又は法人の

名称及び代表者の氏名

④

③

② 選任年月日

⑦
勤 務

他の副安全運転

名　称

位　置

　　　　　年　　月　　日

自

動

住　所

業種別

乗 用 貨 物

計

⑩

安全運転管

理者の氏名

〒

（新規・変更）

佐 賀 県 公 安 委 員 会   殿

解 任

事 由

（電話　　　　　　　　　　）

数

⑪

運

者

台

数

車

中 普 大
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様式第９号の７から様式第９号の10までを次のように改める。
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様式第９号の７（第24条の５関係） 

  

 

連　絡　先
（電話番号）

運転経歴情報記録番号 第　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　号

運転経歴証明書の番号

　・　その他（　　     　　　　）

確認書類(提示又は提出)

　・　住民票

　・　個人番号カード

　　※　効力の有無

　・　郵便物

　大正　・　昭和　・　平成

チェック欄

生年月日
年　　　　　月　　　　　日

経歴　・　マイナ　・　２枚
保有形

態

有効  ・ 失効

運転経歴証明書複写欄

第　　　　　　 　　 　    　　　　　　　　　　　　　号

旧住所
申
　
請
　
者
　
記
　
載
　
欄

新住所

(フリガナ)

新氏名

(フリガナ)

旧氏名

運転経歴証明書記載事項変更届
年　　　　　月　　　　　日

 佐　賀　県　公　安　委　員　会　殿
（フリガナ）

届出者の氏名
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様式第９号の８（第24条の６関係） 

  
 

写真添付欄

この欄に佐賀県収入証紙を並べて

貼り付けてください。

経歴証データ印字部分

住 所

１ ２ ３

年・第

取  消  年  月  日 　　日

取 消 （ 管 理 ） 番 号

保 有 形 態

生年月日
年４

 年交付年月日

年 月

  年 ・ 第

記載事項変更の有無

番　号　等

暗証番号
 月  日

破汚
損れ

有　　　　　・　　　　　無

大

型

二

 号 設定なし　署名

大

型

普

自

二

準

中

型

普

通

大

特

再 交 付  ・ 運 転 経 歴 証 明 書 そ
の
他

中

型

二

普

通

二

大

特

二

け

ん

引

二

→

　　　　　　　　　　　　円

日

連
絡
先

（ ）

手　数　料
号

小

特

原

付

け

ん

引

免許の
種　 類

中

型

確 認 書 類

大

自

二

昭和

佐 賀 県 公 安 委 員 会　  殿

大正・昭和・平成

氏 名

再

交

付

前

経

歴

証

明

書

２

運転経歴情報記録
の番号

月

申

請

者

フリガナ

年　　　　　月　　　　　日

24ミリ

－
30

ミ
リ

３

大正

生
年

月

日

平成

運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 等 申 請 書

再 交 付 理 由

紛
失

年 月

運転経歴証明書
の番号

日

・　個人番号カード

・　パスポート

・　その他

（　　　　　　　　　　　）



9 

様式第９号の９（第24条の８関係） 

  
 

現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
証
明
書

記載事項変更 有　　　　・　　　　無

住　　　　所

運転経歴証明書返納届

佐 賀 県 公 安 委 員 会　殿

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　名

年　　　　　月　　　　日　

生年
月日

　年　 　　月　 　　日

届出者
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様式第９号の10（第24条の９関係） 

  
 

第 号

経
歴
情
報

記載事項変更

経歴情報記録年月日

経歴情報記録の番号 記録等公安委員会

有　　・　　無

住　　　　所

運転経歴情報抹消届

フ リ ガ ナ

氏　　　　名

生年
月日

        　年　　　月　　　日生

届出者佐 賀 県 公 安 委 員 会　殿

　　　　年　　　　月　　　　日
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（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正） 

第２条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成２年佐賀県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号を次のように改める。



12 

様式第１号（第６条関係） 

取 消 処 分 者 講 習 受 講 申 請 書 

年  月  日   

佐賀県公安委員会 殿 

（フリガナ） 

氏名 ･ 生年月日 

  

年  月  日生 
 

本 籍 （ 国 籍 ）   

住 所   

希望する講習の区分  

原

付 

普
通
二
輪 

大
型
二
輪 

四

輪 

仮運転免許証の有無  

仮運転免許証を発行し

て い る 公 安 委 員 会 
公 安 委 員 会 

仮運転免許証の番号 

 

佐
賀
県
収
入
証
紙
貼
付
欄 

公安委員会の実施する取消処分者講習を受講しようとする方は、この欄に佐賀県収

入証紙を並べて貼り付けてください。 
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   附 則 

 この規則は、令和７年12月15日から施行する。 


